
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行責任者 / 小 林 政 氏  

発  行  日 / 2022年 1月 1日 

年 1月 1日 

No. 187 社報タイトル「不屈」は社内で 

掲げる２０２２年の標語です。 

不

新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました。 

私の所長就任の際には、多くの方々からお祝いや祝辞を頂きましてほんとうにありがとうご

ざいます。うれしく思うとともに、身の引き締まる思いです。まずは御礼を申し上げます。 

今年も無事に新年を迎えられたことを顧問先の皆様や職員、各関係者の方々へ感謝を申し上

げます。 

ニューノーマルや新しい生活様式などと言われる生活が３年目に突入しようとしています。

今では検温や手指消毒、マスク姿が当たり前の日常となりました。コロナウイルス感染症とい

う大きなインパクトがあったため、ここまで大きな変化が短期間で起こりました。人の行動を

変えるには「インパクト×回数」が大事です。「他人は変えられないが自分は変えることがで

きる。」と言われますが、他人も「インパクト×回数」で変えることが可能です。一回伝えて

変わらなかったと諦めてはいけません。ある学習塾で生徒に対しケアレスミスの指導を行った

際、ケアレスミスの改善に要した指導回数は平均で 500回にも及ぶそうです。これは、生徒に

とっては改善指導のインパクトが小さいため回数が大幅に必要なケースですが、コロナという

大きなインパクトが毎日ニュースで報道され世界の日常が変わりました。人の行動を変えるに

は「インパクト×回数」が必要ということがお分かりいただけると思います。自社を変えると

いう想いがあれば、経営者は「インパクト×回数」を意識し、小さなものから大きなインパク

トまで色々と組合せ、繰返し相手に伝えるようにします。その行動の結果が、今現在の自社の

姿です。社会が急速に変わっていく中で、自身の行動の現状維持は衰退です。自社を成長させ

最低でも現状維持以上にするためには、時代に合わせた行動の変化が必要です。 

今回、小林合同会計は所長交代という大きなインパクトがありました、弊所がどのように変

わっていくのか楽しみにしてください。所長として皆さまや弊所職員にとって良い方向へ 

舵取りができればと思います。 

コロナ禍の早々の終息を願い、皆様の益々のご発展とご健康をお祈り申し 

上げまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。 

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。いつもありがとうございます。 

代表社員所長税理士 小 林 政 仁 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年の年頭にあたり皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

コロナ感染症対策に明け暮れた期間が２年程経過し、やっと明るさが見えてきましたが、 

コロナ感染症の影響で各企業の体力がかなり低下していると思われます。 

今年こそ明るく希望のある年になることを願っています。 

当事務所も、先代の太田徳一事務所を引き継ぎ、昨年の８月で２０年となりました。 

私が税理士登録して５０年、そして７５歳を迎えるにあたり私は税理士法人 小林合同会計 

の代表社員会長税理士に退き、長男 政仁が代表社員所長税理士として就任いたしました。 

私は、昭和４５年４月より税理士事務所に勤務して以来この道５３年になりました。思えば

入所当初はソロバンと手書きの元帳で、決算・申告まで全て手作業でスタートした税理士業務

でしたがコンピューターの導入、電子申告の開始、そして現在コロナ禍において感染を予防す

るため外出自粛や事業活動縮小が広がり、出勤率削減を実行するための時差出勤やテレワーク

の拡大、リモート会議の開催等、新しい変化をそれぞれの会社の事業機会に転じています。 

現在の事業を創造的に破壊し新たな結合を生み出すイノベーションが求められています。 

産業革命後の世界のように技術進歩に任せていれば社会が豊かになる時代ではありません。 

地球の自然・大気・資源へのマイナス影響を排除しなければ人類の存続も危うい時代へと転

換しています。さらにデジタル化・グローバル化の流れは止まりません。 

今後の目標は、地球上の唯一人取り残さず持続可能な世界の実現を目指すという国連の１７

項目のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）そして環境・社会・ガバナンスを意味するＥＳＧにつ

いても重要な課題となると思われます。 

これらの重要なテーマと取り組みつつ、今年も皆様方に的確・適切な情報の発信に最善を尽

くして参りますのでよろしくお願い申し上げます。 

皆様の事業のご繁栄とご健勝を祈念し新年のご挨拶と致します。 

 

代表社員会長税理士 小 林 政 氏 



    

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

所員新年の目標 

新しい年にあたり所員自らが個人目標

を掲げ精進してまいります。 

本年もよろしくお願い致します。 

健康管理に努め、

日々精進していき

たい。 

須賀 

顧問先様を第一に 

考え行動します 

山野 

怯まずに何事にも

チャレンジする 

金児 

 

時間に余裕を持つ 

 

瀧澤 

親身な対応と 

質の高いサービス

の提供 

増田 

 

何事にも挑戦。 

 

澤田 

お客様と深い時間

の共有をしていく 

成島 

相手の要望に 

応えられるように

したい。 

水村 

一日の目標をたて

迅速かつ丁寧に 

作業する 

鈴木 

デジタル化につい

ていき活用する 

菊地 

目配り、気配り、 

思いやり 

田口 

健康管理に気を付

けて、一日一日を

大切に。 

名越 

記憶に頼らずメモ

に残し、業務にあ

たる。 

吉田 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先順位を考えて

行動する 

茂垣 

前向きに 

挑戦し続ける 

久保 

分かりやすい説明

を心掛ける 

 

村中 

顧問先様の要望に

迅速かつ的確に 

対応する。 

星野 

基礎・基本を大切

にする 

五十嵐 

現状打破 

 

影山 

丁寧な仕事を 

心掛ける 

河島 

焦らずに、的確な

作業を心掛ける。 

坂爪 

仕事の流れを理解

して整理整頓に 

努める 

森 

顧客満足の追求と

自己管理 

長谷川 

心身共に体調管理

に努める 

竹熊 

時間管理を徹底し

目的・目標を明確

に 

大槻 

柔軟で的確に！ 

 

谷口 

親切丁寧 

 

杉田 

時間を大切に使う 

 

菅野 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

焦らずに平常心を

保つ 

高荒 

何事にも誠実に！ 

 

豊田 

健康の維持 

 

雨宮 

知識の向上 

 

石塚 

的確・丁寧・ 

迅速に！！ 

を心がけます。 

吉田 

自分を甘やかさな

いよう心掛ける。 

阿波 

丁寧な仕事を 

心掛ける。 

村上 

多忙な時ほど 

慎重に 

宍戸 

自己管理 

 

緒方 

一つ一つと 

深く付き合う 

飯野 

簡潔に 

 

四*方 

献身 

 

菅田 

謙虚さを忘れない 

 

大桃 

初心に返り、 

日々研鑽する！ 

石川  

初心にかえる 

 

齋藤 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ ２月１日から３月１５日まで 

1. 前年分贈与税の申告 

 

⚫ ２月１０日 

2. １月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

 

⚫ ２月１６日から３月１５日まで 

3. 前年分所得税の確定申告 

 

⚫ ２月２８日 

4. １２月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告 

＜法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税) 

・法人住民税＞ 

5. ３月，６月，９月，１２月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

＜消費税及び地方消費税＞ 

6. 法人の１月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税及び地方消費税＞ 

7. ６月決算法人の中間申告 

＜法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税＞ 

（半期分） 

8. 消費税の年税額が４００万円超の３月，６月，９月決算法人の３月ごとの

中間申告 

＜消費税及び地方消費税＞ 

9. 消費税の年税額が４,８００万円超の１１月，１２月決算法人を除く法人 

の１月ごとの中間申告（１０月決算法人は２か月分） 

＜消費税及び地方消費税＞ 

 

⚫ ２月中において市町村の条例で定める日 

10. 固定資産税(都市計画税)の第４期分の納付 


